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防火管理者（甲種・乙種）区分フローチャート 
 

防火管理者の選任義務は、用途・収容人員・延べ面積等によって決まります。 

管理されている建物又はテナントには防火管理者が必要か下記フローチャートを参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例    はい 

      いいえ あなたの建物は特定防火

対象物ですか？ 

あなたの建物は(6)項ロが

入所している建物ですか？ 

建物全体の収容人員は

10 人以上ですか？ 
必要なし 建物全体の収容人員

は30人以上ですか？ 

建物全体の収容人員は

50 人以上ですか？ 

建物全体の延べ面積は

500 ㎡以上ですか？ 

建物の管理は複数に分

かれていますか？ 

テナントの収容人員は

非特定用途で 50 人以

上ですか？ 

建物全体の延べ面積は

300 ㎡以上ですか？ 

建物の管理は複数に分

かれていますか？ 

テナントの収容人員は

(6)項ロで 10 人以上、

上記以外の特定用途で

30 人以上、非特定用

途で 50 人以上です

か？ 

テナントの収容人員は

特定用途で 30 人以

上、非特定用途で 50

人以上ですか？ 

乙種防火管理者 
（乙種防火管理講習の受講

が必要です。） 

甲種防火管理者 
（甲種防火管理講習の受講

が必要です。） 

※１ 

※１ 特定防火対象物…不特定多数の者が出入りする用途（飲食店・店舗等）の対象物です。 

※２ (6)項ロ…主として要介護状態にある者又は障害の程度が重い者が入所する対象物です。（消防法施行令

別表第１） 

※３ 収容人員…従業員・床面積・椅子の数等により算出します。（消防法施行規則第１条の３） 

※４ 非特定用途…特定の者しか出入りしない用途（共同住宅・学校・事務所等）の対象物です。 

※５ 乙種防火管理者該当の場合は、甲種防火管理者の資格でも構いません。 

なお、防災管理者の選任が必要となる対象物は、甲種防火管理者の資格が必要となります。 

建物の管理は複数に分

かれていますか？ 

不明な点については、下記消防署までお問い合わせください。 

■中央消防署 043-202-1617      ■花見川消防署 043-259-2544 

■稲毛消防署 043-284-5111      ■若葉消防署  043-237-7998 

■緑消防署  043-292-6111      ■美浜消防署  043-279-0119 

※３ 

※２ 

※５ 

※４ 

 

不明な点については、下記消防署までお問い合わせください。 

■中央消防署 043－202－1617 

■稲毛消防署 043－284－5144 ■若葉消防署  043－237－8041 

■花見川消防署 043－259－2571 

■緑消防署  043－292－6147 ■美浜消防署  043－279－0196 


